
点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

Ⅰ　

提供日ごとに、サービスを提供している時間帯に
専ら当該サービスの提供に当たる生活相談員が勤
務している時間数の合計を、当該サービスを提供
している時間帯の時間数で除して得た数が１以上
確保されるために必要と認められる数となってい
ますか。

□ □ □

社会福祉法第１９条にいう社会福祉主事の資格を
有する者、又はこれと同等以上の能力を有すると
認められる者に準ずる者となっていますか。

□ □ □

指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該
指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員
が１以上確保されるために必要と認められる数と
なっていますか。

□ □ □

看護職員については、提供時間帯を通じて専従す
る必要はありませんが、提供時間帯を通じて、指
定地域密着型通所介護事業所と密接かつ適切な連
携を図っていますか。
（病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携
により、看護職員が指定地域密着型通所介護事業
所の営業日ごとに、利用者の健康状態の確認を行
い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定
地域密着型通所介護事業所が提供時間帯を通じ
て、密接かつ適切な連携を図っている場合には、
看護職員が確保されているものとします。）

密接かつ適切な連携：指定地域密着型通所介護事
業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示
ができる連絡体制などを確保すること。

□ □ □

指定地域密着型通所介護の単位ごとに、提供時間
数に応じて、専ら当該指定地域密着型通所介護の
提供に当たる介護職員が、利用者の数が１５人ま
での場合にあっては１以上、１５人を超える場合
にあっては、１５人を超える部分の利用者の数を
５で除して得た数に１を加えた数となっています
か。

□ □ □

常時１人以上当該地域密着型通所介護に従事させ
ていますか。

□ □ □

人員基準

介護職員

規則第56
条の２

法令遵守責任者はどなたですか　　          氏　名：

1
生活相談
員

規則第56
条の２

2 看護職員

規則第56
条の２

3
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点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

4
機能訓練
指導員

機能訓練指導員を１以上配置していますか。

（機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な
機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有
する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所
の他の職務に従事することは差し支えありませ
ん。）

訓練を行う能力を有する者：理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するは
り師、きゅう師※の資格を有するものとします。
※一定の実務経験を有するはり師、きゅう師と
は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護
職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師
の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所
で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験
を有する者。

規則第56
条の2

□ □ □

5

利用定員
が10人以
下である
場合の従
業者の員
数

看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型
通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じて、専
ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看
護職員又は介護職員が１以上確保されるために必
要と認められる数としていますか。

規則第56
条の2

□ □ □

6 その他
生活相談員又は介護職員のうち１人以上は、常勤
となっていますか。

規則第56
条の2 □ □ □
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点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

7 管理者

指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職
務に従事する常勤の管理者を置いていますか。
（指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障が
ない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又
は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に
従事することは差し支えありません。）

　→　下記の事項について記載してください。
・兼務の有無　　（　有　・　無　）
・当該事業所の他の職種を兼務している場合はそ
の職種名
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・同一敷地内の他事業所と兼務している場合は事
業所名、職種名、兼務事業所における１週間あた
りの勤務時間数
　事業所名：（　　　　　　　　　　　）
　職種名　：（　　　　　　　　　　　）
　勤務時間：（　　　　　　　　　　　）

規則第56
条の3

□ □ □

Ⅱ

指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あ
らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営
規程の概要、指定地域密着型通所介護従業者の勤
務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に
資すると認められる重要事項を記した文書を交付
して説明を行い、当該提供の開始について利用申
込者の同意を得ていますか。

□ □ □

利用申込者又はその家族からの申し出があった場
合に文書の交付に代えて、あらかじめ当該利用申
込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法
の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ
る承諾を受け、サービスの提供の開始に際し、あ
らかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営
規程の概要、地域密着型通所介護従業者の勤務の
体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資
すると認められる重要事項を交付して説明を行
い、当該提供の開始について利用申込者の同意を
得ていますか。

□ □ □

2
提供拒否
の禁止

正当な理由なく指定地域密着型通所介護の提供を
拒んでいませんか。

規則第56
条の19の
３(第８条
準用)

□ □ □

運営基準

内容及び
手続の説
明及び同
意

1

規則第56
条の19の
３(第７条
準用)
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点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

3
サービス
提供困難
時の対応

通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に
対し自ら適切な指定地域密着型通所介護を提供す
ることが困難であると認めた場合は、当該利用申
込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適
当な他の指定地域密着型通所介護事業者等の紹介
その他の必要な措置を速やかに講じていますか。

規則第56
条の19の
３(第９条
準用)

□ □ □

サービス提供を求められた場合は、その者の提示
する被保険者証によって被保険者資格、要介護認
定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめてい
ますか。

□ □ □

被保険者証に、認定審査会意見が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮しています
か。

□ □ □

要介護認定を受けていない利用申込者について
は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当
該要介護認定申請が行われるよう必要な援助を
行っていますか。

□ □ □

要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者
が受けている要支援認定の有効期間が終了する30
日前に話されるよう、必要な援助を行っています
か。

□ □ □

6
心身の状
況等の把
握

サービス提供に当たっては、利用者に係る居宅介
護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を
通じて、利用者の心身の状況､その置かれている
環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの
利用状況等の把握に努めていますか。

規則第56
条の5

□ □ □

指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス
又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に
努めていますか。

□ □ □

地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利
用者又はその家族に対して適切な指導を行うとと
もに、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対
する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉
サービスを提供する者と密接な連携に努めていま
すか。

□ □ □

規則第56
条の19の
３(第13条
準用)

4
受給資格
等の確認

要介護認
定の申請
に係る援
助

規則第56
条の19の
３(第10条
準用)

規則第56
条の19の
３（第11
条準用）

5

居宅介護
支援事業
者等との
連携

7

4



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

8

法定代理
受領サー
ビスの提
供を受け
るための
援助

法定代理受領を市へ届出をしていない場合は、居
宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者
に依頼する旨を市に対して届出することにより地
域密着型通所介護の提供を法定代理受領サービス
として受けることができることを説明し、指定居
宅介護支援事業者に関する情報を提供することそ
の他の法定代理受領サービスを行うために必要な
援助を行っていますか。

規則第56
条の19の
３(第14条
準用)

□ □ □

9

居宅サー
ビス計画
に沿った
サービス
の提供

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該
計画に沿った指定地域密着型通所介護の提供を
行っていますか。

規則第56
条の19の
３(第15条
準用)

□ □ □

10

居宅サー
ビス計画
等の変更
の援助

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合
は、当該利用者に係る指定居宅介護事業者への連
絡その他の必要な援助を行っていますか。

規則第56
条の19の
３(第16条
準用)

□ □ □

サービスを提供した際には、サービスの提供日及
び内容、当該指定地域密着型通所介護について利
用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費
等の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービ
ス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記
載していますか。

□ □ □

サービスを提供した際には、提供した具体的な
サービスの内容や利用者の心身の状況等を記録し
ていますか。

□ □ □

利用者からの申し出があった場合には、文書の交
付その他適切な方法により、その情報を利用者に
対して提供していますか。

□ □ □

送迎が適切に行われていますか。 □ □ □

11
サービス
の提供の
記録

規則第56
条の19の
３(第18条
準用)
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点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型
通所介護を提供した際には、その利用者から利用
料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に
係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定地
域密着型通所介護事業者に支払われる居宅介護
サービス費の額を控除して得た額の支払を受けて
いますか。・・・（１）

□ □ □

法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着
型通所介護を提供した際に、その利用者から支払
を受ける利用料の額と指定地域密着型通所介護に
係る居宅介護サービス費用基準額との間に不合理
な差額が生じないようにしていますか。・・・
（２）

□ □ □

（１）及び（２）の支払を受ける額のほか、利用
者から受けることのできる次の費用の額以外の額
の支払を受けていませんか。

①　利用者の選定により通常の事業の実施地域以
  外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に
  要する費用
②　指定地域密着型通所介護に通常要する時間を
  超える指定地域密着型通所介護であって利用者
  の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用
  の範囲内において、通常の指定地域密着型通所
  介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超え
  る費用
③　食事の提供に要する費用
④　おむつ代
⑤　①～④に掲げるもののほか、指定地域密着型
  通所介護の提供において提供される便宜のう
　ち、日常生活においても通常必要となるものに
　係る費用であって、その利用者に負担させるこ
　とが適当と認められる費用（厚生労働大臣が定
　めるところによる）

□ □ □

上記の費用の額に係るサービスの提供に当たって
は､あらかじめ､利用者又はその家族に対し、当該
サービスの内容及び費用について説明を行い、同
意を得ていますか。

□ □ □

指定地域密着型サービスその他のサービスの提供
に要した費用につき、その支払を受ける際、当該
支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を
交付していますか。

法第42条
の2第9項
（法第41
条第8項準
用） □ □ □

12
利用料等
の受領

規則第56
条の6

6



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

領収証に、地域密着型サービスについて要介護被
保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第42
条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める
基準により算定した費用の額（その額が現に当該
指定地域密着型サービスに要した費用の額を超え
るときは、当該現に指定地域密着型サービスに要
した費用の額とする｡）、食事の提供に要した費
用の額に係るもの及びその他の費用の額を区分し
て記載し、当該その他の費用の額についてはそれ
ぞれ個別の費用ごとに区分して記載しています
か。

規則第65
条の5
（規則第
65条準
用）

□ □ □

医療費控除対象となる居宅サービス等と併せて利
用する場合に、領収書には医療費控除の対象とな
る額及び居宅介護支援事業者名を記載しています
か。

(参考）介
護保険制
度下での
居宅サー
ビスの対
価に係る
医療費控
除の取扱
いについ
て（平成
12年6月1
日老発第
509号）

□ □ □

13

保険給付
の請求の
ための証
明書の交
付

法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型
通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提
供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額
その他必要と認められる事項を記載したサービス
提供証明書を利用者に対して交付していますか。

規則第56
条の19の
３(第20条
準用)

□ □ □

12
利用料等
の受領

7



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す
るよう、その目標を設定し、計画的に行っていま
すか。

□ □ □

指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供
する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、
常にその改善を図っていますか。

□ □ □

利用者が住み慣れた地域での生活を継続すること
ができるよう、地域住民との交流や地域活動への
参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、
妥当かつ適切に行っていますか。

□ □ □

利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれ
ぞれの役割をもって日常生活尾を送ることができ
るよう配慮して行っていますか。

□ □ □

地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一
的にならないように、利用者の機能訓練及びその
者が日常生活を営むことができるよう必要な援助
を行っていますか。

□ □ □

サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ
とを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービ
スの提供方法について、理解しやすいように説明
を行っていますか。

□ □ □

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保
護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘
束を行っていませんか。

□ □ □

身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、そ
の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録していますか。

□ □ □

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ
てサービスの提供を行っていますか。

□ □ □

指定地域
密着型通
所介護の
基本取り
扱い方針

規則第56
条の7

規則第56
条の８

指定地域
密着型通
所介護の
具体的取
り扱い方
針

14

15

8



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相
談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサー
ビスを利用者の希望に沿って適切に提供していま
すか。

□ □ □

管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置
かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、
当該目標を達成するための具体的なサービスの内
容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成し
ていますか。

□ □ □

地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計
画が作成されている場合、当該居宅サービス計画
の内容に沿って作成していますか。

□ □ □

地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、そ
の内容について利用者又はその家族に対して説明
し､同意を得ていますか。

□ □ □

地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該
地域密着型通所介護計画を利用者に交付していま
すか。

□ □ □

それぞれの利用者について､地域密着型通所介護
計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成
状況の記録を行っていますか。

□ □ □

達成状況に基づき、新たな地域密着型通所介護計
画を作成していますか。

□ □ □

規則第56
条の８

指定地域
密着型通
所介護の
具体的取
り扱い方
針

16

地域密着
型地域密
着型通所
介護計画
の作成

規則第56
条の9

15

9



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

17

利用者に
関する市
町村への
通知

居宅介護支援を受けている利用者が、次のいずれ
かに該当する場合には、遅滞なく、意見を付して
市町村へ通知していますか。

１　正当な理由なしに介護給付等対象サービスの
　利用に関する指示に従わないこと等により、要
　介護状態の程度を増進させたと認められると
　き。

２　偽りその他不正の行為によって保険給付の支
　給を受け、又は受けようとしたとき。

規則第56
条の19の
３(第26条
準用)

現に指定地域密着型通所介護の提供を行っている
ときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必
要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う
等の必要な措置を講じていますか。

□ □ □

緊急時の主治の医師等への連絡体制、連絡方法が
整備されていますか。

□ □ □

事業所の従業者の管理及び利用の申込に係る調
整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的
に行っていますか。

□ □ □

事業所の従業者に法令等を遵守させるため必要な
指揮命令を行っていますか。

□ □ □

18
緊急時等
の対応

規則第56
条の19の
３(第50条
準用)

管理者の
責務

規則第56
条の10

19

10



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

20 運営規程

指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げ
る事業の運営についての重要事項に関する規程
（運営規程）を定めていますか。

①　事業の目的及び運営の方針
②　従業者の職種、員数及び職務の内容
③　営業日及び営業時間
④　指定地域密着型通所介護の利用定員
⑤　指定地域密着型通所介護の内容及び利用料そ
　の他の費用の額
⑥　通常の事業の実施地域
⑦　サービス利用に当たっての留意事項
⑧　緊急時等における対応方法
⑨　非常災害対策
⑩　虐待の防止のための措置に関する事項
⑪　その他運営に関する重要事項

規則第56
条の11

□ □ □

利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、
指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤
務の体制を定めていますか。

□ □ □

当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者に
よって指定地域密着型通所介護サービスを提供し
ていますか。
（調理や洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼ
さない業務については､この限りではありませ
ん。）

□ □ □

地域密着型通所介護従業者の資質の向上のため
に、その研修の機会を確保していますか。 □ □ □

全ての従業者（医療・福祉関係資格を有さない
者）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受
講させるために必要な措置を講じていますか。
(令和６年３月３１日までは努力義務)

□ □ □

職場において行われる性的な言動又は優越的な関
係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当
な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従
業者の就業環境が害されることを防止するための
方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。

□ □ □

21
勤務体制
の確保等

規則第56
条の12

11



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

22
定員の遵
守

利用定員を超えてサービス提供を行っていません
か。（災害その他のやむを得ない事情がある場合
は、この限りではありません。）（行っていない
場合は「可」を選択してください。）

規則第56
条の13

□ □ □

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対
し指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施
し、及び非常の体制における早期の業務再開を図
るための計画を策定し、当該業務継続計画に従
い、必要な措置を講じていますか。

□ □ □

従業者に対し、業務継続計画について周知すると
ともに、必要な研修及び訓練を定期的（年1回以
上）に実施していますか。

□ □ □

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて業務継続計画の変更を行っていますか。

□ □ □

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時
の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それ
らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的
に避難、救出その他必要な訓練を行っています
か。

□ □ □

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ
るよう連携に努めていますか。

□ □ □

訓練の実施に当たり、市消防との連携に努め、指
導又は助言を受けた場合においては、当該指導又
は助言に従って必要な改善を行うよう努めていま
すか。

□ □ □

23
業務継続
計画の策
定等

規則第56
条の19の
３(第30条
の2準用)

24
非常災害
対策

規則第56
条の14

12



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防
止のための対策を検討する委員会をおおむね６月
に１回以上開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図っていますか。

□ □ □

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防
止のための指針を整備していますか。

□ □ □

従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の
ための研修及び訓練を定期的（年1回以上）に実
施していますか。

□ □ □

必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、
指導を求め、密接な連携を保っていますか。

□ □ □

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業
者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの
選択に資すると認められる重要事項を掲示してい
ますか。又は、事業所に備え付け、かつ、これを
いつでも関係者に自由に閲覧させることができる
ようにしていますか。

□ □ □

重要事項をウェブサイトに掲載していますか。
（令和7年3月31日までは「削除」扱い）

□ □ □

25
衛生管理
等

規則第56
条の15

掲示26

規則第56
条の19の
３(第32条
準用)

13



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得
た利用者又はその家族の秘密を漏らしていません
か。

□ □ □

地域密着型通所介護事業所の従業者であった者
が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用
者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、
必要な措置を講じていますか。

□ □ □

利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該
家族の同意を、あらかじめ文書により得ています
か。

□ □ □

28 広告

指定地域密着型通所介護事業所について広告をす
る場合においては、その内容が施設の概要や運営
規定等と異なる虚偽又は誇大なものとなっていせ
んか。

規則第56
条の19の
３(第34条
準用)

□ □ □

29

指定居宅
介護事業
者に対す
る利益供
与の禁止

指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、
利用者に特定の事業者によるサービスを利用させ
ることの対償として、金品その他の財産上の利益
を供与していませんか。（していない場合は
「可」を選択してください。）

規則第56
条の19の
３(第35条
準用) □ □ □

提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者及
びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する
等の必要な措置を講じていますか。

□ □ □

苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を
記録していますか。 □ □ □

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情
報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、
サービスの質の向上に向けた取組を行っています
か。 □ □ □

秘密保持
等

規則第56
条の19の
３(第33条
準用)

苦情処理

規則第56
条の19の
３(第36条
準用)

30

27

14



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の
職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着
型通所介護について知見を有する者等により構成
される協議会を設置し、おおむね6月に1回以上、
運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進
会議による評価を受けるとともに、運営推進介護
から必要な要望、助言などを聞く機会を設けてい
ますか。

□ □ □

運営推進会議の報告、評価、要望、助言等につい
ての記録を作成するとともに、当該記録を公表し
ていますか。

□ □ □

事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発
的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との
交流を図っていますか。

□ □ □

提供したサービスに関する利用者からの苦情に関
して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事
業その他市が実施する事業に協力するように努め
ていますか。

□ □ □

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利
用者に対してサービス提供する場合には、当該建
物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域
密着型通所介護の提供を行うように努めています
か。

□ □ □

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に
より事故が発生した場合は、市、当該利用者の家
族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じています
か。

□ □ □

事故の状況及び事故に際して採った処置について
記録をしていますか。

□ □ □

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に
より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償
を速やかに行っていますか。

□ □ □

事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を
防ぐための対策を講じていますか。

□ □ □

32
事故発生
時の対応

規則第56
条の17

規則第56
条の16

地域との
連携

31

15



点検した結果を記載してください。
地域密着型通所介護自己点検シート

　 点検項目 確認事項 根拠条文 可 否
非
該
当

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期
的に開催するとともに、その結果について、従業
者に周知徹底を図っていますか。

□ □ □

虐待の防止のための指針を整備していますか。 □ □ □

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
（年1回以上）に実施していますか。

□ □ □

前記に掲げる措置を適切に実施するための担当者
を置いていますか。

□ □ □

34
会計の区
分

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着
型通所介護事業所ごとに経理を区分するととも
に、指定地域密着型通所介護の事業の会計とその
他の事業の会計を区分していますか。

規則第56
条の19の
３(第39条
準用) □ □ □

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整
備していますか。

□ □ □

□ □

規則第56
条の18

35

利用者に対するサービスの提供に関する次の記録
を整備し、その完結の日（個々の利用者につき、
契約終了(契約の解約、解除、他の施設への入
所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連
のサービス提供が終了した日）から５年間保存し
ていますか。

一　地域密着型通所介護計画

二　提供した具体的なサービスの内容等の記録

三　身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
　の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
　並びに緊急やむを得ない理由の記録

四　市町村への通知に係る記録

五　苦情の内容等の記録

六　事故状況及び事故に際して採った処置につい
　ての記録

七　運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の
　記録

記録の整
備

□

33
虐待の防
止

規則第56
条の19の
３(第38条
の2準用)
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